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１．行政事務補助業務の業務発注方針について

１．庁舎の貸借契約に基づく無償使用の試行的停止
（R5より変更なし）

○技術資料作成等業務において、発注者との貸借契約に基づく庁舎
の一部及び物品の無償使用を試行的に停止。

〇ただし、電通、機械、営繕の専門職種等は除く。

２．導入の背景

〇新形コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、現在テレワーク環境
整備、その働き方が浸透してきたところ。

〇発注者と受注者が、常に同じ庁舎に居る必要は無いと判断される。

〇今後も同様な事象が発生した際の、新しい働き方の取り組みとし
て、発注者の庁舎外での業務遂行を試行的に実施するもの。
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１．行政事務補助業務の業務発注方針について

３．実施方針

〇受注者において業務用事務室を確保し、業務を遂行する。

〇異常気象時の資料作成については、その場合のみ庁舎会議室等で
執務を行うことを可能とする。

〇業務用事務室の確保場所を発注者が事務所等庁舎近傍に指定した
場合には、協議のうえ、必要と認められる経費を計上できること
とする。
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１．行政事務補助業務の業務発注方針について

４．業務名称の変更 （R5より変更なし）

〇庁舎の貸借契約に基づく無償使用を継続して認める業
務の名称について、下記の代表例のように変更する。

【代表例】

●●電通関係技術資料作成等業務

●●電通関係総合技術補助業務



河川維持管理技術者等の資格所有者活用ロードマップ（案）【四国地方整備局】

業 務 名 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

河川管理施設等監理検討業務
（試行業務）

河川巡視支援業務
（発注者支援業務）

河川許認可審査支援業務
（発注者支援業務）

河川管理施設維持修繕設計業務
河川維持管理計画検討業務

河川管理施設長寿命化検討業務
堤防・河道点検・診断業務

堤防・護岸・河川構造物設計・
検討業務等（予備・実施設計）

工 事 名 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

河川維持修繕工事

河川災害復旧工事

凡例（記号）：河川維持管理技術者→技術者 ◎→資格限定(必須) ○→加点評価 △→他資格同等評価
河川点検士 →点検士 ■→組合せ加点評価 (助) →資格者助言（完了時確認）

◎技術者

△技術者△点検士

△技術者

△点検士

△技術者

△技術者

上段(赤色)：管理(主任)技術者
下段(青色)：担当技術者

△■技術者（組合せ加点）

△■技術者（組合せ加点）

△■技術者（組合せ加点）

△■技術者△■点検士
（組合せ加点）

◎技術者

△技術者△点検士

△技術者△点検士

△技術者 △■技術者（組合せ加点）

○技術者○点検士（企業評価として加点）

○技術者○点検士（企業評価として加点）

(助)技術者(助)点検士

△■技術者（組合せ加点）

技
術
者
・
点
検
士
の
組
合
せ
評
価
試
行

R5.10作成
試行期間 実施期間

※本ロードマップはR5.10時点の予定であり、今後の状況により見直される場合があります。

◎点検士(技術者も可)



２．発注の見通しの公表について



３．本日の資料について

※本日の資料はこちらに掲載します。
主な質問と回答についても公告までに
掲載予定です。


